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序     文 
 

日本国政府は、インドネシア共和国政府の要請に基づき、ジャワ縦貫高速道路建設における

官民協調（Public-Private Partnership：PPP）調査を実施することを決定し、独立行政法人国

際協力機構がこの協力を実施することとなりました。 

当機構は本格的な協力の開始に先立ち、本件を円滑かつ効果的に進めるため、2005年８月24

日から同年９月６日までの14日間にわたり事前調査団を現地に派遣しました。 

調査団は本件の背景を確認するとともに、インドネシア共和国政府の意向を確認し、かつ現

地での踏査及び協議結果を踏まえ、本格調査に関するスコープ・オブ・ワーク（S/W）に署名し

ました。 

本報告書は、今回の調査及び協議結果を取りまとめるとともに、引き続き実施を予定してい

る本格調査に資するためのものです。 

終わりに、調査にご協力とご援助を頂いた関係各位に対し、心より感謝申し上げます。 

 

平成18年２月 

 

独立行政法人 国際協力機構 

社会開発部長 岡崎 有二 



調査対象地域図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



略    語 
 

略 語 名  称（英） 名  称（和） 

ADB Asian Development Bank アジア開発銀行 

ANDAL Analisis Dampak Lingkungan (Environmental Impact 
Assesment) 

環境影響評価 

BAPPEDA Badan Perencanaan dan Pembagunan Daerah 
(Directory of Development Planning Board) 

開発計画局 

BAPEDAL Badan Pengendalian Dampak Lingkungan 
(Environmental Impact Management Agency) 

環境庁 

BAPEDALDA Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah 
(Regional Environmental Impact Management Agency) 

地方環境庁 

BAPPENAS Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional 
(Indonesian’s Central Planning Agency) 

国家開発計画庁 

BPJT Toll Road Regulatory Board 有料道路管理庁 

BOT Build Operate and Transfer 建設･運営･技術移転 

CMEA Coordinating Ministry of Economic Affaris 経済調整大臣府 

DFUR Directorate General Freeway and Urban Road 都市／高速道路部 

DGH Directorate General of Highway 道路総局 

DGRI Directorate General of Regional Infrastructure 地域インフラ局 

EIA Environmental Impact Assessment 環境影響評価 

EIRR Economical Internal Rate of Return 経済的内部収益性 

FED Final Engineering Design 最終エンジニア設計 

FIRR Financial Internal Rate of Return 財務的内部収益性 

F/S Feasibility Study フィージビリティ調査 

GOI Government of Indonesia インドネシア政府 

GOJ Government of Japan 日本政府 

HLRIP Heavy Loaded Road Improvement Project 幹線道路補強事業 
（円借款案件名） 

IFC International Finance Corporation 国際金融公社 

IMF International Monetary Fund 国際通貨基金 

ITS Intelligent Transport System 高度道路交通システム 

JARNS Jawa Arterial Road Network Study ジャワ幹線道路調査 

JBIC Japan Bank for International Cooperation 国際協力銀行 

JORR Jakarta Outer Ring Road ジャカルタ外周高速道路 

KEPMEN Keputusan Mentri(Ministerial Decree) 大臣令 

KEPPRES Keputusan Presiden(Presidential Decree) 大統領令 

KKPPI Komite Kebijakan Percepatan Pembamgunan Infrastruktur 
(Committee on Policy for the Acceleration of 
Infrastructure Development) 

インフラ整備加速化のた
めの政策協議会 

KLH Kementrian Lingkungan Hidup (Ministry of Environment) 環境省 

LA Land Acquisition 用地取得 



LAR Land Acquisition and Resettlement 用地取得・住民移転 

LARAP Land Acquisition and Resettlement Action Plan 用地取得・移転行動計画 

MENR Ministry of Energy and National Resources 天然資源省 

MOC Ministry of Communication 交通省 

MOF Ministry of Finance 財務省 

MPW Ministry of Public Works 公共事業省 

MSRI Ministry of Settlement and Regional Infrastructure 居住インフラ省 

NCASM National Coordinating Agency for Surveys and Mapping 
(BAKOSURTANAL) 

国土地理院 

NGO Non-Government Organization 無政府組織団体 

O/M Operation and Maintenance 運営・維持 

PBB Pajak Bumi dan Bangunan (Tax of Land and Building) 土地利用税 

PERSERO Perusahaan Perseorangan (Private Company) 民間会社 

PPH Pajak Penghasilan (Income Tax) 法人所得税 

PPN Pajak Pertambahan Nilai (Value Added Tax) 付加価値税 

PPP Public-Private Partnership 官民協調 

PU Kementrian Pekerjaan Umum (Ministry of Public Works) 公共事業省 

REPELITA Rencana Pembangunan Lima Tahun 
(5-Year Development Plan) 

国家開発５か年計画 

RKL Rencana Pengelolaan Lingkungan 
(Environmental Management Plan) 

環境管理計画 

RPL Rencana Pemantauan Lingkungan 
(Environmental Monitoring Plan) 

環境モニタリング計画 

ROW Right of Way 通行権・優先権 

TGRA Tanjung Priok Access Road タンジュンプリオク取付
道路 

TJTR Trans Java Toll Road ジャワ縦貫高速道路 

WB World Bank 世界銀行 

 

 



目     次 
 

 

序 文 

調査対象地域図 

写 真 

略語表 

 

第１章 事前調査の概要 ···························································· 1 

１－１ 要請の背景・経緯 ························································ 1 

１－２ 調査の目的 ······························································ 1 

１－３ 調査団の構成 ···························································· 2 

１－４ 調査日程 ································································ 2 

１－５ 主要面談者 ······························································ 3 

１－６ 団長所感 ································································ 4 

１－７ 協議概要 ································································ 5 

１－８ 事前調査後の展開 ························································ 6 

 

第２章 インドネシアにおける有料道路事業の概要 ···································· 8 

２－１ 道路セクターの動向 ······················································ 8 

２－１－１ 道路セクター全般の概況 ············································ 8 

２－１－２ 有料道路事業の概況 ················································ 9 

２－２ 有料道路事業／行政実施体制の変化 ······································· 13 

２－２－１ 有料道路事業に関する法制度 ······································· 13 

２－２－２ 有料道路事業に関する主体 ········································· 14 

２－２－３ 有料道路事業手続き ··············································· 20 

２－３ 官民連携に係る問題点 ··················································· 22 

２－４ 他ドナーの支援動向 ····················································· 25 

 

第３章 環境社会配慮予備調査結果 ················································· 27 

３－１ 環境社会配慮の必要性 ··················································· 27 

３－２ インドネシアにおける環境法規 ··········································· 27 

３－２－１ 環境行政 ························································· 27 

３－２－２ 環境法規 ························································· 31 

３－３ プロジェクト立地環境 ··················································· 31 

 



第４章 本格調査への提言 ························································· 34 

４－１ 調査の基本方針 ························································· 34 

４－２ 調査対象地域 ··························································· 35 

４－３ 調査項目とその内容、範囲 ··············································· 35 

４－４ 調査団員構成 ··························································· 38 

４－５ 調査スケジュール ······················································· 38 

４－６ 調査実施上の留意事項 ··················································· 38 

４－７ ローカル・コンサルタント ··············································· 39 

 

付属資料 

１．要請書（TOR） ······························································ 45 

２．S/W及びM/M ································································· 61 

３．Questionnaire回答結果 ······················································ 74 

４．収集資料一覧 ······························································· 94 

５．公共事業省からのレター ····················································· 97 

６．事前評価表（案） ··························································· 98 

７．協議記録 ·································································· 102 

 



－1－ 

第１章 事前調査の概要 
 

１－１ 要請の背景・経緯 

ジャワ島北岸沿岸地域はジャカルタ、スマラン、スラバヤ等の主要産業都市を擁し、インド

ネシア共和国（以下、「インドネシア」と記す）経済の中心地である。そのジャワ島北岸の陸上

物流のほとんどを「ジャワ北回廊」と呼ばれる一般国道が担っているが、容量・機能の両面で

既に限界に達している。そこでジャワ北回廊の代替路線として機能する「ジャワ縦貫高速道路」

の整備が必要とされている。 

しかし財政再建の途上にあるインドネシア政府が本高速道路整備に要する巨額のインフラ

投資をすべて賄うことは困難である。厳しい財政状況の下、高速道路に限らず必要なインフラ

整備を推進するため、インドネシア政府は民間投資を積極的に活用する方針を打ち出している。

2005年１月に大統領も出席し、各ドナー、民間事業者を招いて開催されたインフラサミットに

おいても、インフラ整備を民間事業者に開放し、そのための規制緩和に積極的に取り組む方針

が示された。同サミットでは民間投資の候補となり得るプロジェクトのリストが示され、有料

道路プロジェクトは最多の38件、約94億ドルを2005年中に入札に出す旨コミットされた。本調

査で対象とするジャワ縦貫高速道路もその一部を占めており、今後５年間のインフラ投資計画

における初期段階の重要案件と位置づけられている。 

高速道路分野では、1990年代、インフラ整備に民間資金を活用しようという機運が高まった

際、相次いでプロジェクトが形成・認可されたが、1997年に発生した経済危機等により計画が

中断・頓挫したケースが多々存在している。その一因として、高速道路事業への民間事業者参

入に際する官民間の連携のあり方について検討が必ずしも十分でなかったことが指摘されてい

る。 

そのため、経済危機から回復しつつあるインドネシアにおいて、再度民間投資を得てインフ

ラ整備、特に高速道路の整備を進めていくにあたっては、こうした過去の反省点を踏まえ、持

続性のある官民協調手法を構築し、緊急度の高いプロジェクトの事業化に適用していく必要が

ある。 

かかる状況を踏まえ、インドネシア政府は2004年、我が国に対し「ジャワ縦貫高速道路建設

における官民協調スキーム策定調査」に関する技術協力を要請した。 

 

１－２ 事前調査の目的 

事前調査は本案件の事前評価を行うとともに、本格調査の実施内容に係るS/Wの協議・署名

を目的として実施された。事前調査の調査項目は以下のとおりである｡ 

(1) 先方政府の要請背景、内容及び意向の確認 

(2) 本格調査実施方針・内容の説明及び協議〔公共事業省（MPW）等〕 

(3) 関連機関〔Jasa Marga、環境庁（BAPEDAL）、他ドナー等〕との協議 

(4) 関連する資料・情報収集（Questionnaire回答取り付け、関連資料・統計・データ、経

費積算資料等） 

(5) 現地踏査 

(6) 先方受入体制の確認 

(7) 事前評価表（案）の作成 
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(8) S/W及び協議議事録（M/M）の署名・交換 

 

１－３ 調査団の構成 

団員の構成は次のとおりである。 

№ 担当分野 氏 名 所   属 
１ 総 括 小山 伸広 国際協力機構 社会開発部 課題アドバイザー 
２ 協力計画 藤井 秀樹 国際協力機構 経理部 事業チーム 職員 
３ 調査企画 内山 貴之 国際協力機構 社会開発部 都市地域開発チーム 職員 
４ 交通／自然条件調査 佐瀬 攻 オーピーシー株式会社 
５ 環境社会影響評価 畠山 祐二 アイ・シー・ネット株式会社 
６ 官民連携 山崎 誠一郎 株式会社トーニチコンサルタント 
 

１－４ 調査日程 

調査日程は次のとおりである。 

日順 月日 調査内容（官団員） 調査内容（コンサルタント団員） 
１ 8/24（水） 東京→ジャカルタ 東京→ジャカルタ 
２ 8/25（木） (1)在インドネシア日本大使館表敬訪問 

(2)JICAインドネシア事務所打合せ 
(3)公共事業省表敬訪問・S/W案説明 
(4)有料道路管理庁（BPJT）訪問 

(1)在インドネシア日本大使館表敬訪問 
(2)JICAインドネシア事務所打合せ 
(3)公共事業省表敬訪問・S/W案説明 
(4)BPJT訪問 

３ 8/26（金） (1)S/W協議 
(2)Jasa Marga訪問 
(3)EMCプロジェクト視察 

(1)公共事業省打ち合わせ 
(2)環境管理庁訪問 
(3)Jasa Marga訪問 
(4)ローカルコンサルタント訪問 

４ 8/27（土） (1)団内打合せ 
(2)資料整理 

(1)団内打合せ 
(2)資料整理 

５ 8/28（日） ジャカルタ→スラバヤ 
 

(1)ジャカルタ→スラバヤ 
(2)資料整理 

６ 8/29（月） (1)現地調査（スラバヤ～ケルトソノ～
ソロ～ジョグジャカルタ） 

 

(1)現地調査（スラバヤ～ケルトソノ～
ソロ～ジョグジャカルタ） 

(2)データ収集（再委託見積り取得、関
連法／規制収集、関係者からの聞き
取り） 

７ 8/30（火） (1)ジョグジャカルタ→ジャカルタ 
(2)S/W協議 
(3)BPJT協議 

(1)ジョグジャカルタ→ジャカルタ 
(2)データ収集 

８ 8/31（水） (1)公共事業省道路総局長表敬 
(2)S/W協議・署名 
(3)JICA事務所・国際協力銀行（JBIC）
報告 

(4)ジャカルタ→ 

データ収集 

９ 9/1（木） →成田 データ収集 
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日順 月日 調査内容（官団員） 調査内容（コンサルタント団員） 
10 9/2（金） データ収集 
11 9/3（土） 資料整理 
12 9/4（日） 資料整理 
13 9/5（月） (1)データ収集 

(2)JICAインドネシア事務所報告 
(3)ジャカルタ→ 

14 9/6（火） 

 

→成田 
 

１－５ 主要面談者 

主要面談者は次のとおりである。 
 
(1) インドネシア国側 

［公共事業省（MPW）道路総局］ 

Mr. Hendrianto N Director General 

Ms. Sri Aprianti Soekardi Director, Directorate of Planning 

Mr. Taufik Widjoyono Head, Sub Directorate of Programming and Budgeting 

Mr. Judiono Sub Directorate of Programming and Budgeting 

Mr. Hari Suko Setiono Sub Directorate of Programming and Budgeting 

Mr. Nurdin Manurung Director, Directorate of Freeway and Urban Road 

Mr. Soebagiono Head, Sub Directorate of Freeway and Toll Road Development 

Mr. Herry TZ Sub Directorate of Freeway and Toll Road Development 
 

［Badan Pengatur Jalan Tol（有料道路管理庁：BPJT）］ 

Mr. Hisnu Pawenang Chairman 

Mr. Mohamad Irian Secretary 
 

［Jasa Marga］ 

Mr. Hengki Herwanto Corporate Secretary 

Mr. Muh. Najib Fauzman IPO Team Secretary 

Mr. Bambang Sulistyo  

Mr. Satino  
 
(2) 日本国側 

福渡 隆 在インドネシア日本大使館 一等書記官 

小川 敦之 国際協力銀行（JBIC）事務所 駐在員 

恒岡 伸幸 JICA専門家（道路政策アドバイザー） 

加藤 圭一 JICA事務所 所 長 

戸塚 眞治 JICA事務所 次 長 

永見 光三 JICA事務所 所 員 

Sulistyo Raswanti JICA事務所 Program Officer 
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１－６ 団長所感 

(1) 有料道路建設の重視 

インドネシアでは「貧困削減」と貧困削減を可能にする経済成長を支える「インフラ整

備」が重視されており、大統領のリーダーシップの下、インフラ整備のなかでは「道路」、

特に官民パートナーシップ（PPP）による「有料道路建設」に高いプライオリティが与えら

れている。2005年１月には「インフラサミット１」が開催され2005～2009年に建設される

べき優先セクションが提示された。 

 

(2) 有料道路建設関係組織の改革 

従来、有料道路の建設と運営は国営企業PT Jasa Margaにより担当されてきたが、国営企

業の民営化及び有料道路の整備を促進するため、①「PT Jasa Marga」はオペレーション企

業として民営化され、②有料道路の建設・監査を担当する「有料道路管理庁（BPJT）」が設

立され、同時に、③全般的な道路計画設計を担当する「道路総局」の組織改革が実施され

た。現在は、有料道路建設を急がなければならない時期であるとともに、改革された道路

関係組織が組織づくりをしなければならない時期でもあり、有料道路の建設は錯綜し混乱

している状況にあるといえよう。 

 

(3) 有料道路建設のテンダー 

上記(1)に示された「優先セクション」は順次テンダーにかけられ、コントラクターとの

契約交渉が進められている。今後、順次プライオリティの低いセクションに広げられ、有

料道路の整備が促進される予定である。しかし、現在までのところ従来型のBOT（建設・経

営・技術移転）契約が主流であり、民間の負担に大きく依存する方式が採用されている。

その結果、コントラクターの応募を得られないセクションも出始めており、今後は、有料

道路建設が期待どおりには進展できない状況も予想される。 

 

(4) JICA調査への期待と問題点 

以上のような状況下で、JICAによる技術協力には高い期待が寄せられている。１つは、

特定の有料道路セクションのフィージビリティ調査（F/S）を実施し公開入札に必要な資料

を早急に作成すること、２つは、F/S対象道路の建設を着実に推進するうえで望ましいPPP

のあり方を提言し、実施に結びつけることである。今回の事前調査での最大の問題点は、

「特定の有料道路セクション」としてどのセクションを選定するかということであった。

今回の事前調査では対象セクションを選定できなかったが、その理由としては、(3)に示し

たように、競争入札が順次実施されており、対象となり得るセクションが時間と共に急速

に変化していること、また、(2)に示したように、BPJTがいまだ十分に機能しておらず、さ

らに、BPJTと道路総局の意思疎通が十分になされていないことがあげられる。 

 

(5) スコープ・オブ・ワーク（S/W）と協議議事録（M/M） 

S/Wは大きく２つに分けられる。１つは、インドネシアの有料道路における望ましいPPP

のあり方について検討し提言する部分と、２つは、特定の有料道路セクションを取り上げ

PPPの視点からF/Sを実施する部分である。前者については既に入札にかけられた２つのセ
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クションを参考事例として取り上げ分析することになった。しかし、後者については、当

開発調査で選定すべき特定の有料道路セクションは今後数か月以内に実施される競争入札

の対象セクションに大きく影響されるため、現時点でこれを選定することはできず、2006

年３月までに道路総局・BPJTとの協議を踏まえ選定することとした。今回協議された候補

対象セクションについてはM/Mに記述されている。 

 

(6) 当開発調査実施上の留意点 

道路総局が当調査に強く望んでいることは、①有料道路の建設に実践的に役立ち有料道

路が建設されること（このためには、実践できるPPPであること、官民の資金調達に対し具

体的な提言を含むことが求められる）、及び、②開発調査の成果をできるだけ早く出すこと

（ただし、インドネシア政府が規定する“Environmental Impact Assessment（EIA：環境

影響評価）”をクリアすること）であり、この点に留意することが必要である。 

 

(7) マクロ経済環境の変化 

インドネシア経済は2000年以降順調な回復過程をたどってきたが、ここ数か月の原油価

格の高騰、2005年７月に発生したガソリン不足に端を発し、経済の先行きに対し不透明感

が広がっている。大統領による緊急経済対策会議が召集され、外貨規制・自動車部品の輸

入制限・ガソリン値上げなど緊急経済措置が講じられようとしている。経済の悪化、投資

の減退、外資の逃避などが予想され、民間投資に期待する「有料道路のBOT/PPP」の進展に

も大きな影響が予想される。PPPの提案にあたっては経済ファンダメンタルズとの関係を十

分に考慮することが必要となろう。 

 

１－７ 協議概要 

インドネシア国カウンターパート機関である公共事業省（MPW）及び関連機関との協議概要

は以下のとおりである。なお、調査実施体制及び調査項目等詳細については最終的に合意され

た付属資料２．のS/W及びM/Mを参照のこと。 

 

(1) 本調査の実施時期と対象プロジェクトの関係 

ジャワ縦貫高速道路は、2005年１月に実施されたインフラサミットで2005年から2009年

に実現されるべき高速道路プロジェクトに指定されている。本調査対象として当初想定し

ていた区間（Yogyakarta～Surakarta～Mantingan～Ngawi～Kertsono）についても早期の入

札実施が求められており、９・10月ごろに公示、事前資格審査（P/Q）開始を予定している。 

上記の想定区間での調査実施をめざして本調査と入札プロセスの調整を行ったが、入札

をめぐる動きが急激であるため、対象を確定させることが困難であった。 

そこで具体的な対象については調査の進行に併せて、2006年３月までに決定することと

した。また、2005年度中はPPP導入に係る一般的検討を行い、そのなかで、入札不調に終わ

った２件のプロジェクト（Cileunyi-Sumedang-Dawuan 及び Medan-Binjai）のレビューを

行う。 
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(2) 交通需要予測モデル及びデータの提供 

交通需要予測結果について、調査完了後の外部環境変化をMPWが独自に反映させることが

できるよう、調査終了後に交通需要予測モデル及び予測に利用したデータを提供するよう

要請があった。またモデル、データに併せて交通需要予測に係るワークショップや研修な

ど必要な技術移転を行うよう要請があった。 

 

(3) 調査途上及び結果の電子データ提供 

MPWが調査結果を利用するため、報告書及び調査途上での利用データを電子データで提供

するよう要請があった。 

 

(4) 組織制度能力の強化 

PPPに関する組織能力を強化するため、調査実施過程においてセミナーやワークショップ

を積極的に行うことを確認した。 

 

(5) 十分な環境社会配慮の確保 

インドネシア及びJICA両方の環境社会配慮に関するガイドラインを遵守して本調査を実

施することを確認した。 

MPWは環境社会配慮のイニシアティブをとり、JICAは必要な技術的支援を行うことを確認

した。 

 

(6) オフィス・スペース確保の困難 

組織改変等のためMPW内に利用可能なスペースが乏しく、本格調査実施にあたってはMPW

外に執務スペースを確保するよう要請があった。 

 

１－８ 事前調査後の展開 

本事前調査の実施当時、インドネシア政府は計画していた有料道路整備を加速するため、各

セクションの入札を早急に実施しようとしていた。具体的には、当時実施済みの６セクション

の入札結果が明らかになったばかりの段階であったが、現地で協議を進めるなかで、引き続い

て更に次の13セクションの入札を進める予定であることが判明した。そのため、今回の事前調

査では調査対象とする有料道路セクションを特定することができず、本格調査の開始後インド

ネシア側との協議を通じて2006年３月までに対象セクションを決定することでS/Wを合意して

いた。 

実際、インドネシア側では、事前調査団帰国後間もない９月22日、ジョコ大臣が次の入札実

施に関する意向を発表し、現地コンサルタントにF/Sの実施を含む入札図書の作成を発注してい

た。 

しかしながら、当時実施済みの６セクション中２セクションで入札に失敗した道路総局は、

安易にBOT方式を適用して入札を行い再び失敗することをおそれ1、JICA調査によって妥当なPPP

                             
1 新道路法の下では、一度入札に失敗したプロジェクトについては、BPJT ではなく道路総局が引き取り、再度条件の見直
しを行ったうえで入札にかけるか、若しくは政府直轄で行う決定をするか、が求められている。そのため、道路総局は、
PPP の条件を十分検討せずに安易に入札を行うことについて非常に慎重な姿勢を見せていた。 



－7－ 

スキームを整えたうえで確実に事業実施につなげたいと考え、本調査用に路線を確保すべく省

内の調整にあたっていた。その結果、S/W協議時に候補路線としてあげていたジョグジャカルタ

（Jogjakarta）～ソロ（Solo）～Mantingan～Ngawi～ケルトソノ（Kertsono）区間につき、既

にF/Sも開始されていたものの、JICA調査の対象路線として確保し、その旨JICAに通知してきた

（付属資料５．レター参照）。 

これら道路総局の調整結果を受け、本調査の実施内容についてはS/Wで合意した内容に修正

を加えている。具体的には、S/WにおいてはF/Sの実施を想定していたことから路線の計画・設

計及びそれに伴い必要とされる環境社会配慮調査をタームズ・オブ・レファレンス（TOR）に含

めていたが、F/Sについては既にインドネシア側で一定の水準で実施されているため、F/S該当

部分については既存結果のレビューにとどめ、本調査ではPPPスキームの詳細検討・構築を主に

行うこととした（詳細は第４章参照）。 
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第２章 インドネシアにおける有料道路事業の概要 
 

２－１ 道路セクターの動向 

２－１－１ 道路セクター全般の概況 

インドネシアでは1960年代後半にスハルト政権が誕生してから経済開発が重視され、1968

年４月に始まった第１次国家開発５か年計画（第１次長期計画）以来、輸送力増強のために

道路への投資が積極的に行われてきた。その結果、道路整備延長が急速に伸び、2000年時点

では道路の級ごとに表２－１のような構成となっている。 

 

表２－１ インドネシアの道路延長（2000年） 

国 道 Jalan Nasional 26,270km 
州 道 Jalan Propinsi 38,910km 
県 道 Jalan Kabupaten 223,320km 
市 道 Jalan Kotamadia 21,530km 
村 道 Jalan Desa 243,830km 
有料道路 Jalan Tol 530km 

計  554,390km 
出典：「STATISTIK JALAN DI INDONESIA TAHUN 2000」 

 

ジャワ島におけるモード別の旅客・貨物トリップシェアを示したのが表２－２、運輸部門

における道路セクターの位置づけを各セクター別のGDPで見たのが表２－３である。 

 

表２－２ 年間週間旅客トリップのモード別シェア（旅客・貨物、1998年） 

  道 路 鉄 道 内陸水運 フェリー 内航海運 内国航空 合 計 
ジャワ 84.4% 10.6% --- 3.4% 0.5% 1.2% 100% 旅

客 全国平均 84.1% 7.3% 0.4% 4.8% 1.8% 1.5% 100% 
ジャワ 95.8% 0.6% --- --- 3.6% 0.0% 100% 貨

物 全国平均 92.2% 0.6% 0.0% --- 7.1% 0.1% 100% 
 

表２－３ GDP Constant 1993 Market Price by Transport Sector 2000-2003（billion Rp） 

 2000 2001 2002 2003 
Railways Transport 371.1 360.4 336.9 301.9 
Road Transport 10,485.4 11,058.4 11,632.3 12,413.3 
Sea Transport 3,162.7 3,337.9 3,392.8 3,576.4 
Inland Water Transport 1,596.7 1,668.9 1,725.5 1,793.3 
Air Transport 1,211.3 1,350.7 1,509.8 1,957.6 
Services Allied to Transport 4,349.1 4,675.5 4,972.4 5,465.0 
Transport Total 21,176.3 22,451.8 23,569.7 25,507.5 
Road Transport Percentage (%) 49.5 49.3 49.4 48.7 
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このように、道路施設及び道路交通は、国内交通セクターにおいて、島嶼間の貨物輸送、

都市間旅客輸送、地域コミュニティー連携、市場アクセスの各機能で中心的な役割を果たし、

インドネシアの生産・生活活動に深くかかわっている。こうした道路セクターの効率性確保

は経済的国際競争力の強化、商品／サービスの円滑な供給と輸送費低廉化の不可欠な条件と

なっている。また多くの遠隔地域においては、道路施設は基礎インフラとして機能し、貧困

削減の前提条件となる医療／教育施設、情報及び市場へのアクセス確保に大きな役割を担っ

ている。 

年次国家計画においても引き続き道路セクターの重要性が反映されており、国内道路施設

の改良、拡張、延伸に必要な予算が重視されている。予算の効率的執行の観点から、中央政

府及び地方政府レベルにおける計画の見直し、行政能力の向上にも注力しており、全般的に

はネットワークの改善が進んでいるが、残された課題も多い。 

上述のとおり、着実に進められてきた道路整備であるが、1997年にアジアを襲った経済危

機を境に状況が一変した。経済の低迷による税収の大幅な落ち込みのため十分な国内予算が

確保できず、また予算配分もソーシャルセーフティネットの整備や金融再生に重点化したた

め、インフラストラクチャー関係の予算が大幅に削減された。道路予算も例外ではなく、新

規路線建設のプロジェクトを立ち上げるのは困難となり、予算配分の重点が既存道路の維持

補修にシフトした。しかし予算の落ち込みは激しく、維持補修のための予算さえも十分に確

保できない状況が続いている。その結果、各地で道路の損傷が顕在化し、補修されないまま

放置されるなど、産業活動ばかりでなく地域生活にも支障を及ぼしている状況にある。 

 

２－１－２ 有料道路事業の概況 

(1) 既存整備路線 

インドネシアにおける有料道路整備は、ジャカルタ～ボゴール～チャウイを結ぶ

Jagoraui有料道路で1978年から始められた。当時はJasa Margaが唯一の有料道路運営者

であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－１ 有料道路総延長経年変化の様子 
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その後1987年からは、民間セクターの参加を得て、BOTスキームによる整備が開始され

た。現在、606kmの有料道路が供用され、そのうち458kmがJasa Marga単独で管理され、

残り148kmが民間企業とのコンソーシアムにより運営されている。 

整備延長は1983～1997年で急速に伸びたが、1997年の経済危機に伴い、大統領令39号

/1997により、計画中であった37路線の延期と18路線の計画見直しが決定され、1998年以

降は整備量が停滞傾向にある。 

ジャワ島における高速道路は、西部ジャワではジャカルタを中心に西のメラクからジ

ャカルタ、ジャカルタからボゴール、ジャカルタからチカンペック、チカンペックから

バンドン（チレウニ）と約550kがつながっている。このほかにはジャカルタから東へ約

280kmのチレボン近郊で約26km、中部ジャワのスマラン近郊で約25km、東部ジャワのスラ

バヤ近郊で約70kmが整備されており、ジャワ島全体で約640kmが現在共用されている。 

 

表２－４ ジャワ島の高速道路総路線 
№ Toll Road Length Open to Traffic Investor 
Ａ Toll Road managed by PT. Jasa Marga    
１ Jagorawi 59.00 1978 PT. Jasa Marga 
２ Semarang Section A,B,C  24.75 1983-1998 PT. Jasa Marga 
３ Jakarta-Tangerang 33.00 1984 PT. Jasa Marga 
４ Prof. Dr. Sedyatmo 14.30 1985 PT. Jasa Marga 
５ Surabaya-Gempol 49.00 1986 PT. Jasa Marga 
６ Belmera 42.70 1986 PT. Jasa Marga 
７ Jakarta-Cikampek 83.00 1988 PT. Jasa Marga 
８ Cawang-Tomang 16.00 1989 PT. Jasa Marga 
９ JORR E2 (Cikunir-Cakung) 9.07 1990 PT. Jasa Marga 
10 Padalarang-Cileunyi 64.40 1991 PT. Jasa Marga 
11 Tomang-Grogol-Pluit 7.55 1996 PT. Jasa Marga 
12 Palimanan-Plumbon-Kanci 26.30 1998 PT. Jasa Marga 
13 Pondok Aren-BintaroViaduct-Ulujami 5.55 2001-2003 PT. Jasa Marga 
14 JORR E1 Selatan (Taman Mini-Hankam Raya) 4.00 2003 PT. Jasa Marga 
15 JORR W2 Selatan (Pd. Pinang-Veteran) 2.40 2003 PT. Jasa Marga 
16 Cikampek Padalarang Tahap 1 17.50 2003 PT. Jasa Marga 
 Sub Total 458.52   
Ｂ Toll Road managed by Private Company    
１ Tangerang-Merak 73.00 1983-1996 PT. Marga Mandalasakti 
２ Ir. Wiyoto Wiyono. MSc (Cawang-Tg.Priok) 15.50 1990 PT. CMNP 
３ Surabaya-Grsik 20.70 1993-1996 PT. Margabumi Matraraya 
４ JORR S (Pd. Pinang-Taman Mini) 14.25 1995-1996 PT. Jalan Tol Lingka Luar JKT 
５ Harbour Road (Pluit-Ancol-Jmbt Tiga) 11.55 1995-1996 PT. CMNP 
６ Serpong-Pondok Aren 7.25 1999 PT. Bintaro Serpong Damai 
 Sub Total 142.25   
 A+B Total 600.77   
 Cikampek-Purwakarta-Padalarang (Step Ⅱ)) 40.00 2005 PT. Jasa Marga 
 Grand Total 640.77   
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(2) 計画中路線の概要 

インドネシア政府によれば、今後の有料道路網整備に係る大まかな方針は以下のとお

りである。 

１）近年、有料道路拡張の必要性が明らかとなる一方、現在の政府財政能力に制約が

あるため、新規有料道路整備とファイナンスに民間投資家参加の必要性がある。 

２）効率的な交通システムを整備し、それによる貧困削減と経済活動促進のため、政

府は有料道路整備のスピードアップを図るものとする。この目標達成のため次期５

か年で約1500kmの新規有料道路建設の計画を行うものとする。 

３）2005年にスタートし2009年に終了するこの有料道路プロジェクトは主にジャワ島

に配置され、一部スマトラ、スラウェシに建設される。 

上記方針のうち、民間投資家参加については、有料道路区間の特性に応じて、下記の

とおり官民役割分担を想定している（政令15号/2005、19～22条）。 

 

表２－５ 有料道路官民分担区分 

区分 区間の経済／財務特性 投資・建設 運営・維持 
１ 財務的にFeasible 事業体 
２ 財務的にMarginal 政府、事業体の共同投資 
３ 

経済的にFeasible 
財務的にUnfeasible 政 府 

事業体 

 

これら原則の下、政府は計画中の有料道路事業を以下５つのカテゴリーに整理してい

る。 

 

表２－６ 有料道路事業計画分類区分 

区 分 整備量 区間の性格 留意点 

Ａ 政府施行区間 ２路線 

17.5km 

経済的にFeasibleであるが、財

務的には成立しない。 

優先順位検討 

外国ローン、国債等の資金計画 

Ｂ Jasa Marga施行区間 ８路線 

67.5km 

財務的にMarginal 

時間制約があり、実施能力のあ

るJasa Margaが評価された。 

政府からの用地取得の支援 

事業プロセスの加速が求めら

れている。 

C1 オン・ゴーイングプ

ロジェクト 

５路線 

100km 

民間事業者からの提案等によ

る路線 

投資収益サイクルの考慮 

プロセスの加速 

政府支援 

C2 1997年テンダーの再

評価 

13路線 

523km 

Keppres39号で延期、レビュー

に位置づけられた路線 

既提案者の復活 

能力レビュー 

支払いスキームのレビュー 

C3 新規入札区間 23路線 

988.7km 

新規区間 資格審査 

支払いスキームの評価 

BIDドキュメントの準備 
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同カテゴリーにのっとった、民間事業者の参加を待っている計画事業の内訳は表２－

７に示すとおりである。 

 

表２－７ 計画中事業区間の内訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これら38の計画路線中、本調査対象路線が含まれるジャワ縦貫高速道路は20路線を占

めており、インドネシアにおける有料道路網整備計画のうち、いかに高い優先度が付さ

れているかをうかがい知ることができる（各路線の所在地は、報告書巻頭の調査対象地

域図参照）。 

区分 事業区間 延長(km）
投資額

（mUS4$） 予定事業者 備考
C1-1 Ciranjang-Padalarang 33.3 203 Bina Puri Holding Bhd.

C1-2 Bekasi-Gawang 21.0 405 PT Kresna Kusuma Dyandra Marga

C1-3 Waru-Wonokromo-Tj. Pera 18.4 345 PT Jasa Marga & PT Margaraya Tol

C1-4 SS.Waru-Tj. Perak I 12.0 86
g g

Surabaya

C1-5 Gempol-Pandaan 13.6 75 PT Jasa Marga & PT Margabumi Adhikaraya

小計 98.3
C2-1 Jorr W1 9.8 89
C2-2 Ciawi-Sukabumi 54.0 420 PT Bukaka Marga Utama

C2-3 Cikampek-Palimanan 114.0 812
Bukaka Teknik Utama & Bhakara Lokabuana
& Interra Resoueces Ltd.

C2-4 Surabaya-Mojokerto 37.0 197
C2-5 Cirebon-Pejagan 54.0 148 PT Bakrie Investindo

C2-6 Pejagan-Pemalang 56.0 275 PT Sumber Mitra Jaya

C2-7 Pemalang-Batang 35.0 164 PT Sumber Mitra Jaya

C2-8 Semarang-Batang 75.0 355 PT Marga Seiapuritama

C2-9 Kertoso-Mojokerto 11.5 181 PT Hanurata Coy

C2-10 Pasuruan-Probolinggo 40.0 192 PT Bukaka Teknik Utama

C2-11 Pandaan=Malang 30.0 172 PT Setdco Marga Nusantara

小計 516.3
C3-A-1 Gempol-Pasuruan 34.5 167 PT Jasa Marga (Persero)

C3-A-2 Semarang-Solo 80.0 427 PT Jasa Marga (Persero)

C3-A-3 Bogor Ring road 11.5 154 PT Jasa Marga (Persero)

小計 126.0
C3-B-1 Medan-Binjai 20.5 107
C3-B-2 Depok-Antasari 18.2 237
C3-B-3 Cinere-Jagorawi 14.0 167
C3-B-4 Cikarang-Tj. Priok 53.0 372
C3-B-5 Cileunyi-Sumedang-Dawua 56.0 413
C3-B-6 Makasar-Seksi 11.0 49

小計 172.7
C3-C-1 Cilegon-Bojanegara 10.0 44
C3-C-2 Pasir Koja-Soreans 15.0 56
C3-C-3 Sukabumi-Ciranjang 31.0 165
C3-C-4 Semarang-Damak 25.0 93 PT Karsa Semesta

C3-C-5 Jogla-Solo 45.0 219
C3-C-6 Solo-Mantingan 58.0 317
C3-C-7 Mantingan-Ngawi 27.0 122
C3-C-8 Ngawi-Kertosono 84.0 403
C3-C-9 Palemban-Indralaya 24.5 55
C3-C-10SS.Waru-Tj. Perak II 23.0 83
C3-C-11Probolinggo-Banyuwangi 156.0 676
C3-C-12Jorr II 90.0 983
C3-C-13Jogra-Bawen 104.4 544

小計 692.9

見直しD/D終了、
用地取得、着工待
ち。他事業者は
パートナーとして参
入資格を留保。

1997年入札で提案
合格者は引続き、
応札資格を持ち
2005年7月までに改
訂プロポーザルを
提出する。
他事業者はパート
ナーとしてまたは、
契約不調の場合に
入札資格を持つ。

政府がJASA
MARGAに事業権を
付与。

第1入札予定区間
PQ実施

第2入札予定区間
入札準備中
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２－２ 有料道路事業／行政実施体制の変化 

２－２－１ 有料道路事業に関連する法制度 

有料道路事業（特に官民連携を伴う）に関連する法制度としては、表２－８のような法制

度がある。 

 

表２－８ 有料道路事業関連諸制度 

法令名称 有料道路事業の官民連携との関係性 現在の位置づけ 
道路に関する法律第
38号/2004 

有料道路事業の位置付け 
法制度、組織のあり方、方向性提示 

施行済み 

BOTに関する大統領
令第7号/1998 

BOT事業（全般）における企業参加に関する基
本的な枠組みを提示 
BOT事業手続きの明示 

KKPPI（インフラ整備加速
化政策協議会）の下で改
訂、見直し中 

有料道路に関する政
令第15号/2005 

有料道路事業における官民連携手法の実施細
目、BPJTを含む関係者の役割 

施行済み 

土地収用に関する大
統領令第36号/2005 

道路事業における土地収用に関する実施細目 施行済み 

 

このうち、最も基本的な法令である新道路法は、2004年10月18日に国会での討議を終わり、

当時のメガワティ大統領の署名を得て30日間の周知期間後に「道路法第38号/2004」として

発効した。新道路法は1999年法律22号、法律25号施行による地方分権下の道路行政（政策立

案、計画、実施、メンテナンス等）の変化への対応と有料道路の計画、実現方式の変更が大

きな柱となっている。 

有料道路事業との関係では、特に国の有料道路事業規制機関としてのBPJT（有料道路管理

庁）の設立・役割を明示しており、従来のJasa Margaに依存した体制からの大転換を目指し

ている（下記の第66条の暫定条項参照）。 

 

［暫定条項］ 

(1) 本法の成立に際し、道路に関する現行のすべての条例は本法に相反しない限り有効

である。 

(2) 国家有料道路法人（PT. Jasa Marga）については、現行運営しているすべての有料

道路の投資計画に基づき会計検査終了後にそれぞれのコンセッションが決定される。 

(3) 1980年第13法に基づき民間の有料道路事業体に付与されたコンセッションは有効で

あり、その経営（運営）は本法に従い調整されるものとする。 

(4) 有料道路事業コンセッションの国営法人への付与、及び民間の有料道路事業法人へ

適用される調整事項は、本法成立後の12か月以内に決定されるものとする。 

(5) BPJTは本法成立後の12か月以内に設立されるものとする。 

(6) 本法の施行に関する政府令は本法成立後の12か月以内に発効されるものとする。 

 

このほか、新道路法で定められた、有料道路事業に関する基本的な枠組みは下記のとおり

である。 

１）有料道路整備の権限は政府が所有するものとする。ここに有料道路事業の一部は有料
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道路管理庁（BPJT）が実施する。 

２）有料道路事業は政府又は事業主体が実施するものとする。ここに事業主体は国営企業

（BUMN）、地方公営企業（BUMD）、民間企業（BUMS）とする。 

３）政府は有料道路開発の指針としてマスタープランを策定する。一方、有料道路のルー

トは大臣が決定するものとする。 

４）当初の料金率と補正条件は入札結果に準じるとともに、省令により規定される。 

５）当初の料金水準は２年おきにインデクセーションにより、改訂される。 

６）有料道路のすべての事業は自立独立採算かつ不遡及ファイナンス事業とする。 

７）投資スキームはBOTとする。ここに投資グループには25～35年の事業権受託期間が交付

される。 

８）事業者の選定は公開された透明な入札手続きに基づく。 

９）有料道路とその底地は国有財産とする。 

10）有料道路事業運営の一部又はすべてに関する調達行為は公開かつ透明な入札手続きに

より実施されるものとする。 

11）用地取得は政府の責任とする。しかしその予算は政府又は事業主体から支出される。

事業主体が負担した場合は、投資費用の一部に含まれるものとする。 

 

２－２－２ 有料道路事業に関連する主体 

新道路法の下、有料道路事業に関するPPPの実施はJasa Margaから移管され公共事業省に

集約された。具体的には、有料道路事業の計画、規制・監督、事業手続きが、省内の組織で

ある都市／高速道路部（DFUR）、有料道路管理庁（BPJT）の２部門で分担されて進められる

ことになる。 

これら体制の変化を踏まえ、DFUR、BPJT、Jasa Margaの組織概要、機能は下記のとおりと

なる。 

 

(1) DFUR 

DFURは道路総局（DGH）の傘下に属し、以下の役割を所掌する。 

 

表２－９ DFURの所管機能 

区 分 所掌範囲 備 考 

監督／規制 有料道路計画方針の策定、全体計画作成 

公開／透明な事業環境形成の下での有料道路建設の

ための各種規則の制定 

 

整備／指導 技術標準・指針、サービス基準、事業許可基準の制

定 

有料道路整備に関する研究／開発 

 

事業推進 有料道路に関する投資、設計、建設、運営・維持 政府による有料道路建設の

ケース 

監 理 事業の監視、有料道路サービスの監督  
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(2) BPJT 

BPJTは新道路法により新たに設置され、有料道路事業者の選定、監督を公正・中立に

推進することを目的としたPPP事業面の監理を主目的とする組織である。DFURと同様に公

共事業省の内部組織であるが、組織内に外部関係者を含むPPP事業の審査・評価を行うた

めの審議会（Board of Management）を有する特殊な形態の組織である。組織図を図２－

２に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－２ BPJT組織図 

 

公共事業省内でのDFURとBPJTの役割分担・組織間関係を表２－10、図２－３に示す。 

 

Head of BPJT (MPW) 

Board Member 
Ministry of 
Public Work 

Board Member 
Ministry of 
Finance 

Board Member 
Professional 
Association 

Board Member 
Academic 
Representati
ve 

Secretary 

Technical 
Devision 

Investment 
Devision 

Monitoring 
and 
Supervision 
Devision 

General Affair 

Devision 

Functional 

Board of 
Management 

注：太枠は政府内関係者 
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表２－10 有料道路整備に関する省内役割分担表 

№ 業務種別 DFUR BPJT 
１ 道路設計 政府資金で整備される有料道路の

詳細設計を実施 
民間セクター資金で整備される有
料道路に関する詳細設計の認可 

２ 道路建設 政府資金で整備される有料道路の
建設工事の施行 

民間セクター資金で整備される有
料道路工事の監理・監督 

３ 運営/維持 運営・維持に関する基準、規則の
制定 

運営・維持業務の管理 

４ ITS導入 ITS導入に関する基準、規則の制定 ITS実施の監理・監督 
５ 料金設定 有料道路料金設定に関する政策決

定 
有料道路料金案の大臣への提案 

６ コンセッションの入札 政府資金で整備される有料道路コ
ンセッションの入札プロセスを管
理 

民間資金で整備される有料道路コ
ンセッションの入札プロセスを管
理 

７ PPPによるインフラ整備 PPPを含む有料道路の政策、計画、
規制に関する業務 

有料道路での収益活動に関する政
策 

８ EIA 政府資金で整備される有料道路に
関するEIAの実施 

民間資金で整備される有料道路に
関するEIAの実施 

９ 用地取得 用地取得プロセスの管理、関連規
則制定（住民移転対策含む） 
政府資金で整備される有料道路に
ついては関連業務すべてを担当 

民間事業体資金活用とその手法に
関連する部分について、サポート
を行う。 

ITS：高度道路交通システム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－３ DFURとBPJTの公共事業省内での関係 

Minister 

Other DGs and 
Agencies 

DGH BPJT 

Other 
Directorate 

DFUR 

Monitoring 
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(3) PT Jasa Marga 

Jasa Marga（インドネシア有料道路会社）は、今日までインドネシアにおける有料道

路整備運営の中心的役割を果たしてきた組織であり、国営企業（SOE）の１つである。旧

道路法の下で、有料道路に関する上流、下流の各業務の実施権限を有し、すべての有料

道路整備にかかわってきた。新法の下では今後、有料道路オペレーター（運営機関）の

機能に特化し、有料道路整備に関してこれまでに蓄積されたノウハウをPPP実現に活用す

るとともに、長期的には民営化も目標に置きながら、有料道路整備分野におけるインド

ネシアにおけるリーダーとしての役割が期待されている。会社定款による事業対象は表

２－11のとおりである。 

 

表２－11 Jasa Marga事業対象 

１）有料道路、橋梁の計画、建設、供用、所有、運営に関する業務 

２）有料道路、橋梁施設の計画、建設、供用、所有、維持、開発・運営に関する業務 

３）道路又は橋梁の改良事業及びサービス改善のための付帯施設の改良 

４）関係法令規定の許す範囲での、有料道路サービス以外の事業に向けた有料道路敷地の

土地活用 

５）有料道路計画・運営に関する事業ノウハウの活用に向けた他分野への応用 

 

有料道路事業に限れば、詳細の業務概要は表２－12のとおりである。 

 

表２－12 Jasa Marga業務内容（事業段階別） 

事業ステップ 主要業務内容 

投資計画段階 プロジェクト分析、事業提案検討、入札準備、資金計画、契約交渉、法務関

係協議 

事業調達段階 用地取得、建設工事発注、設備機器発注 

維持管理段階 道路施設・設備の維持管理、交通管理、料金徴収 

 

道路法改正等を受け、今後改編の可能性もあるが、現時点での同社組織図は図２－４

のとおりである。 
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図２－４ Jasa Marga組織図 

 

 

 

代表取締役 

理事 

監査役 

事業開発部長 運営部長 人事部長 財務部長 

計画情報システム 
開発室 

事業開発室 

技術計画室 

技術管理室 

道路建設 
プロジェクト室 

料金徴収管理室

施設保守 
管財室 

交通管理室 

支店 

道路改良 
プロジェクト室

関係企業 

労務部 

人事開発室 

法務室 

総務室 

財務部 

会計部 

関係企業支援室
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現在Jasa Margaが所有する有料道路は、13路線あり９箇所の支社が運営管理している。 

 

表２－13 Jasa Marga所有路線 

支社区分 路 線 延長(km) 収入(MRp)2004年 
Jagorawi Jakarta-Bogor-Ciawi 46.0 215,385 

Cawan-Tomang-Pluit 18.0 Cawang-Tomang-Cengkareng 
Prof. Dr. Ir. Sedyatmo (Cengkareng) 13.5 

474,049 

Jakarta-Cikampek 72.0 Jakarta-Cikampek 
Cikampek-Sadang 13.5 

347,151 

Jakarta-Tangerang 27.0 Jakarta-Tangerang 
Serpong-Ulujami 13.1 

166,501 

Padalarang-Cileunyi 46.6 Padaleunyi 
Padalarang-Cikamuning 6.0 

101,706 

Surabaya-Gempol Surabaya-Gempol 42.0 118,953 
Semarang Semarang 24.6 25,009 
Belmera Belawan-Medan-Tanjung Morawa 34.4 26,581 
Palimanan-Kanci Palimanan-Plumbon-Kanci 26.3 30,013 

Pondok Pinang-Kampung Rambutan 14.8 
Kampung Rambutan-Hankam 4.0 
Cakung-Cikunir 8.8 

PT Jalantol 
Lingkarluar 
Jakarta* 

Pondok Pinang-Ulujami 4.0 

26,392 

Total  414.6 1,532,009 
注：*Jasa Marga系列子会社 

 

一方、Jasa Margaは他の投資企業と建設、運営における共同事業を行っている。Jasa 

Margaが事業権を保有する場合とない場合の２ケースがあり、概要を表２－14に示す。 

 

表２－14 民間事業者とのコンソーシアム 

区分 
事業権 
保有 

概   要 

1 なし 

(1) 投資企業が有料道路資金を調達し、建設する。 
(2) 建設完了後、Jasa Margaが施設を受け取り、運営を行う。 
(3) 運営に伴う経費、リスクはJasa Margaが負担する。 
(4) Jasa Margaの報酬は下記３タイプある。 
１）料金収入の分配による 
２）最低保証付きの料金収入分配 
３）固定価格ベース 

2 あり 

(1) 投資企業が有料道路資金を調達し、建設する。 
(2) コンセッション期間中、投資企業が運営、維持（料金徴収含む）する。 
(3) コンセッション期間終了後、Jasa Margaに下記の条件で施設委譲する。 
１）Jasa Margaから投資企業への補償・給付はないものとする。 
２）Jasa Margaは投資企業から運営権、料金徴収権を取得。 
３）Jasa Margaは投資企業からの従業員の引き受けなしとする。 

 
区分１の共同事業による収入は、1,334億5,300万ルピー（2004年）である。 
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２－２－３ 有料道路事業手続き 

(1) 手続きのフロー 

新道路法後、官民連携プロジェクトのための事業手続きは、図２－５のフローで実施

されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－５ 有料道路投資手続きの流れ 

 

(2) 手続き関係書類 

関係規定を基に、公募手続き上発生する各種図書作成の概要を整理すると表２－15の

とおりである。 

 
政府／BPJT

プロジェクト準備 

PQ 

プレ BIDコンフェレンス
入札準備 

プロポーザル受理 
BIDオープン 

BID評価 

契約調印 

公示／PQ、BID 
インビテーション 

優先交渉権者確定 

契約執行監理 

民間セクター 所要期間 

（±14ヶ月）

（4‐6ヶ月）

PQドキュメント準備 

BIDドキュメント準備 

BIDプロポーザル 
BIDボンド準備 

契約調印 

プロジェクト実施 

パフォーマンスボンド 

交渉権獲得 

PQドキュメント提出 

SPV準備 
資金契約締結 
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表２－15 PPP実施に係る関連図書一覧 

検討文書 主要検討事項 構成内容 目 的 作成者 作成時期 

プレF/S 財務的フィージ
ビリティ 

経済分析、交通需要予測、 
概算工事費積算、 
PPPの形態提案を含む財務的
フィージビリティ検討、 
資金スキーム、財務的妥当性
強化の方策 

F/S作成のため
の基礎資料作成 

BPJT/DFUR PQ公示前 

F/S 技術、経済、財務
面からのフィー
ジビリティ評価 

地域の社会経済条件評価、交
通需要予測、 
基本設計、建設費の積算、技
術的・経済的・財務的フィー
ジビリティの検討 

入札プロセスの
基礎資料作成 

BPJT/DFUR 入札募集前 
（入札ドキ
ュメント） 

EIA 環境インパクト
評価 

有料道路事業から生じるおそ
れのある各種環境影響の評価 

入札プロセスの
基礎資料作成 

BPJT/DFUR 入札募集前 
（入札ドキ
ュメント） 

テンダード
キュメント 

入札条件指示書 ブック1：一般条件 
１）応札指示書 
２）有料道路コンセッショ
ンルール 

３）技術的要件 
４）財務的要件 

ブック２：有料道路コンセッ
ション仕様書 
ブック３：コンセッション契
約書（原案） 

入札条件の提示 BPJT/DFUR 入札募集前 

技術計画書 提案事業の技術
内容説明 

詳細設計図、一般条件、基本
設計に対する施工条件（技術
基準は省令に基づく） 
１）道路用地の範囲 
２）通行権・優先権（ROW）、
道路管理範囲 

３）事業供用計画、想定交
通量、容量・サービス水
準 

４）道路の幾何構造条件 
５）出入りゲート設置の最
小間隔 

６）道路建設要件 
その他考慮すべき点として、
利用者の満足度、資源節約等
がある。 

応札内容の説明
資料 

事業者 入札時 
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２－３ 官民連携に係る問題点 

(1) 有料道路整備スキーム変化への対応 

新道路法第38号/2004により、有料道路事業に関する監督機能と整備実施機能の分離を図

るため、新しい監督機関としてBPJTが公共事業省内に設置され、有料道路整備を商業的な

メカニズムを用いて行うPPPの形態は、BPJTの監督下で行われることとなった。 

従来の事業スキームとの違いを図式で表すと図２－６のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－６ 有料道路整備スキームの変化 

 

従来のスキームではJasa Margaが有料道路事業の計画から実施・運営までのすべての部

分に関与し進めていたのに対し、新制度の下では政策・計画面は公共事業省が関与するも

のの、事業に関する契約管理はBPJTの責任で実施され、有料道路の整備・運営は民間事業

者を含む事業体の責任で行われることが明確にされた。Jasa Margaは１つの国営企業とし

て、他の事業体と同じ資格で有料道路事業に参入することになる。 

有料道路事業に関する政策／監督／実施の機能が異なる組織に分離されることで、有料

道路事業における関係者間の権限／責任が明確となり、事業推進面における公正中立性が

確立されると考えられる。ただし、BPJTは部内に部外者を入れた審議会（Board）を有する

ものの、組織の位置づけとしては公共事業省の内部組織にとどまっているため、官民間の

利害調整における中立性の維持が課題になると考えられる。 

またBPJTは発足間もない組織であり、その評価・審査能力の充実等が今後の大きな課題

である。 

一方、今後は事業オペレーターとしての機能に特化するJasa Margaは過去インドネシア

における有料道路事業に深くかかわってきた実績から見て、その知識、経験（規則、運営、

技術、人事管理、教育）は公共事業省本体に備わっていないものが多く、これをどのよう
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にBPJTに対し、規制主体として必要な知見を技術移転していくかが、これからの課題にな

ると考えられる。 

 

(2) 資金スキームの充実 

有料道路整備に関する資金スキームは、これまでに表２－16のように変遷しており、近

年は資金スキームも多様化する傾向にある。 

 

表２－16 有料道路における資金スキームの変化 

期 間 主要資金スキームの概要 
第１期 
1978～1983 

・政府直接投資分（Jasa Margaへの出資分を含む） 
・Jasa Margaへの海外ODAローン導入（政府保証付き） 

第２期 
1983～1987 

・有料道路料金収入の活用 
・Jasa Margaへの海外ODAローン導入（政府保証付き） 
・Jasa Margaによる公社債発行による資金調達 

第３期 
1987～現在 

第２期の資金ソースに加えてBOT及びターンキープロジェクト増加による資金ス
キームの多様化 
・政府資金は用地取得に限定 
・1996年から用地取得資金は完全に民間セクターの負担に移行（民間への補償は
コンセッションの条件緩和等を利用） 

・民間投資者のプレファイナンス・スキーム導入、建設完了後Jasa Margaの商業
ローンによる資産取得 

 

今後、有料道路へのPPP適用が本格化するに従い、金融エンジニアリングの手法等を駆使

した民間資金スキーム充実のほか、有料道路の事業特性により、政府側資金スキームの充

足も課題になると考えられ、以下のような具体的テーマがある。 

１）民間セクターの入札に対応した資金スキームの開発 

２）政府投資案件におけるO/M（運営・維持）入札業務に対応する資金スキームの開発 

３）有料道路インフラ投資ファンドの整備 

４）Jasa Margaと民間投資者JVにおけるコントラクター・プレファイナンス（CPF）手法

の拡大（低リスク、検討期間短縮、競争性向上等のメリットが認められる） 

 

(3) 料金設定 

有料道路の料金収益は投資回収の源泉であり、適切な資金回収期間を十分に考慮した料

金設定と改訂スケジュールが望まれるところであるが、新道路法での規定によると初期運

賃は道路利用者の支払い能力（支払い意志額）、経費節減便益、投資能力を考慮し設定され

ることが原則であり、料金改定は２年ごとに物価変動率を参考に実施されるとなっている。

初期賃率の設定に関するガイドラインによれば代替道路に比較した場合に利用者が得る費

用節約便益の70％を超えない水準とされており、利用交通量に応じた賃率加算等（シャド

ートール）の考え方は存在していない。 

また料金改定については基本理念が示されたのみで、運用段階では改訂が原則どおり実

施される保証はないとの見方もあり、事業者のリスク要素となることが懸念される。PPP
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の安定した運用のためには官民間で料金設定に関する一般的調整ルールをあらかじめ合意

しておくことが望ましく、今後の課題となろう。 

 

(4) 用地取得 

用地取得については、政令によると①用地取得に必要な額は政府が決定し、②必要な資

金は政府又は事業者の負担とし、③実際の土地収用金額が定められた金額を上回る場合に

は、差額は事業者が負担し、コンセッション期間の延長又は他の方法で補償。また④実際

の土地取得金額が定められた金額を下回る場合には、差額は国庫に納付され税外収入

（PNBP）となる。 

用地取得の問題は、金額の過不足の問題よりむしろ買収・移転の遅れにより、建設着工

の遅れを招き、ひいては事業者の資金償還計画に齟齬を来たす問題が重大であり、時間コ

ストに基づくリスク負担の解決方法を十分検討することが重要と考えられる。 

用地取得に関しては大統領令第36号/2005に主な規定が示されている。 

１）有料道路は公共事業での用地取得対象に含まれる。（５条） 

２）土地収用委員会は都市計画/地方計画に対応して設置され、土地、建物、樹木、その

他の土地付属物について、調査、説明、審議の任にあたる。（６、７、12条） 

３）土地評価は課税標準価格と市場価格について第三者である不動産鑑定士の調査に基

づいて行う。（15条） 

４）土地補償はa.補償金 b.代替地斡旋 c.移転のいずれかにより行う。（13条） 

５）地権者が収用委員会決定に異議ある場合は、上級組織（市長、知事、内務大臣）に

上訴できる。 

６）これらの結論に地権者が同意できない場合、事業者は裁判所に供託し、その裁定を

待たず事業の継続ができる。 

用地取得については、法制度上の条件は整っているが、運用面での適正な執行を担保す

ることがより重要であり、事業の効率的推進を優先した現実的な対応について、官民の役

割分担を踏まえて、レビューすることが課題となろう。 

 

(5) BOT法の動向 

インドネシアにおける有料道路を含むインフラ整備に対する民間活力導入のあり方に関

し、1998年にセクター間統一ルールが大統領令７号（Keppres7）として公示された。これ

を受けて各セクターごとの実施細目が関係省庁で検討され、有料道路整備への民間投資プ

ログラム等として実現された。一方この動きには中央政府における行政改革（リストラク

チュアリング）と地方分権計画の動向も関係しており、将来の実施については不透明な部

分もある。またKeppres7の影響により中央政府レベルでは公共事業省への権限集中と国家

開発計画庁（BAPPENAS）の権限低下といった現象が現れている。 

各セクターの行政改革／民営化の問題については、セクター所管庁と投資／国営企業省

の間に意見の相違があるとされている。これらを背景として、2001年に閣僚レベルのイン

フラ整備加速のための政策調整委員会（Committee on Policy for the Acceleration of 

Infrastructure Development：KKPPI）が発足した。座長は経済調整大臣府（CMEA）があた

り、構成メンバーは財務省、BAPPENAS、インフラ関係省庁の大臣となっている。KKPPIの任
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務は、以下を内容としている。 

１）民間の投資促進、参加促進の環境整備を含むインフラ整備加速のための政策、戦略

の検討 

２）PPP計画、プログラムの調整一体化、実施状況の管理、派生する問題点の解決 

３）大統領令７号（Keppres7）に対応する省庁間でのPPP規制ルールの改善 

その帰趨は有料道路へのPPP導入検討にも影響を与えるため、動きを注視し官民連携の枠

組みに反映する必要があると考えられる。 

 

２－４ 他ドナーの支援動向 

世界銀行は、これまでインドネシアにおけるインフラ形成に協力してきており、インフラ整

備への民間部門参加の面でも、下記に示す技術援助（TA）を実施している。 

【名称】INDONESIA-Private Provision of Infrastructure Technical Assistance Loan 

【TA期間】2003年５月22日～2006年12月31日 

【予算】1,900万米ドル 

【インドネシア側実施機関】経済調整大臣官房（Office of Coordinating Minister for Economic 

Affairs：OCMEA） 

【目的】本プロジェクトはインドネシア政府における政策、方針の改革を支援し、インフラ整

備への効率的で持続的、大規模な民間投資の促進と実行を図るのに必要な制度、社会条件の

整備を目的とするものであり、以下の３つの主要項目から成る。 

項 目 支援内容 
(1) セクター横断
でのPPP実施に関
する技術支援事
業 

１）インフラ整備加速化のための政策委員会（the Secretariat for the 
Committee on Policy for the Acceleration of Infrastructure Development 
[KPPI Secretariat]） 

２）計画投資分科会（Planning and Investment Sub-committee）の設置及び
活動支援。 

３）中央PPPユニット（central P3 unit）の設立及び立上げの援助 
(2) セクター別技
術支援事業 

１）インフラ整備への持続的民間投資の誘導に向けた環境整備 
２）セクター固有の投資条件の整備 
以上は交通、通信、都市インフラ分野を中心に実施され、具体的な支援内容

として、 
１）法制度改革（セクター関連法、実施細目に関する素案提供） 
２）監督機関の設計、組織の設置に係る支援 
３）民間参加を条件とした政策・戦略調査（民営化戦略調査含む） 
４）P3ネットワークのセクター拠点整備支援 
５）パイロット・インフラ民間参加促進（PPI）の準備、入札支援 
６）過去のPPP事業のレビューとそのフィードバック 

がある。 
(3) キャパシティ
ー・ビルディング 

インフラ民間参加促進（PPI）のための能力向上、訓練事業 
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【TOR枠組み】 

(1) 省庁連携型TA及び助言サービス 

(2) セクター別TA及び助言サービス 

(3) PPPに対応するキャパシティビルディング、訓練業務 

(4) プロジェクト・マネジメント・ユニット（PMU）育成業務 

 

上記TA業務は本件調査と深い関係があると考えられ、進捗状況を注視するとともに相互の連

携を図るため、調査段階での実務協議等を進めることが重要と考えられる。 
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第３章 環境社会配慮予備調査結果 
 

３－１ 環境社会配慮の必要性 

もともとの要請内容に照らし、有料道路事業のF/Sを含むとされていた本調査は、環境社会

配慮カテゴリーで「Ａ」に分類されることを想定して事前調査を実施、本格調査の計画を立案

していた。しかし、第１章１－８で述べたとおり、本調査においては通常のF/Sに該当する調査

は行う必要がなくなり、対象路線に関するPPPスキームの構築及びPPP導入のためのガイドライ

ン提案が主なスコープとなった。 

かかる調査内容の変更を踏まえ、環境社会配慮ガイドラインも「Ｃ」に引き下げられたため、

本格調査においては環境社会配慮ガイドラインでカテゴリー「Ｃ」案件に適用される内容にて

調査を実施するものとする。 

なお、以下では、事前調査時収集情報に基づき、本調査遂行にあたって参考になると考えら

れるインドネシアにおける環境法規やプロジェクト立地環境につき、その概略をまとめること

とする。 

 

３－２ インドネシアにおける環境法規 

３－２－１ 環境行政 

インドネシアは、深刻化する環境問題への対処能力を向上させるため、1982年に「環境管

理基本法」を制定、翌83年には人口環境省を設置し、さらに1990年６月大統領令により環境

庁（BAPEDAL）を設置する等、環境行政の枠組みの整備を行った。環境庁設立の背景には、

以下の３つの理由があった。 

(1) 環境問題が量的にも質的にも拡大し、具体的な行動が必要になっていたこと 

(2) 環境影響を管理する権限が複数の省庁にまたがっていたこと 

(3) 人口環境大臣の権限が基本政策の調整と策定に限られていたこと 

1993年３月には、人口環境省が分割され、環境行政に関する独立した組織として環境省が

設置された。また、大統領令1994年77号により環境管理庁は、大統領直属の環境行政実施機

関となった。これにより、環境省は環境問題に関する政策の企画立案などの調整機能を果た

し、環境庁は具体的な環境保全対策や公害対策を実施する仕組みが整備された。 

これら２つの組織は、地方分権化と政治改革の流れを受けて、大統領令2002年２号により

環境省に統合された。 

環境省は、現在３つの地域事務所（バリ、スラウェシのマカッサルとスマトラのリアウ）

を有し、州と県にはそれぞれ地方環境庁（BAPEDALDA）がある。 

2005年１月現在の環境省組織図はウェブサイトhttp://www.menlh.go.id/organisasi.htm

を参照のこと（インドネシア語）。 

 

３－２－２ 環境法規 

環境法令に関する大きな話題としては、1997年９月の新しい環境管理法1997年23号の制定

があげられる。新法は1982 年に制定された旧環境管理法1982年４号を大幅に改定したもの

で、①事業活動による環境規制の強化②環境汚染に対する罰則の強化③環境紛争処理に関す

る規定の強化－などが盛り込まれている。環境管理法は日本の環境基本法に相当する法律で
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あり、各種の政令や大臣令などが新環境管理法の内容に沿って改定された。 

一定規模以上の開発プロジェクトについては、たとえ単独のプロジェクトであっても、担

当省は環境省と協同して関係地方政府及び学識経験者も含めた環境影響評価委員会（ANDAL

委員会）を設置し、評価する仕組みとなっている。委員会の評価が中央の場で行われるか、

地方の場で行われるかは計画の性格によって決められる。環境影響評価はマスタープランの

段階から実施し、評価過程では住民参加が義務づけられている。 

環境関連法及び規制には以下のものがある。 

(1) 政府規制1999年27号 

Government Regulation No. 27 of 1999 

環境影響評価の全体に係る規定が項目ごとに記されている。 

(2) 環境大臣令2000年２号 

Decree of State Minister for the Environment No. 2 of 2000 

ANDAL文書評価のためのガイドラインについて規定している。具体的には、中央レベル、

州レベルのANDAL 評価委員会あるいはその技術チームがANDAL文書を評価する際の着目

点について解説している。 

(3) BAPEDAL（環境管理庁）長官令2000年８号 

Decree of Head of Environmental Impact Management Agency No. 08 of 2000 

環境影響評価の過程で住民参加と情報公開について規定している。 

(4) BAPEDAL（環境管理庁）長官令2000年９号 

Decree of Head of Environmental Impact Management Agency No.09 of 2000 

環境影響評価調査のTOR 準備について規定している。ここでいうTOR とは、ANDAL評価

委員会等により同意された環境影響分析の範囲である。 

(5) インドネシア共和国環境大臣令2000年40号 

Decree of State Minister for the Environment of the Republic of Indonesia No. 40 

of 2000 

環境影響評価における評価委員会の構成、職務、義務、手続き等について規定してい

る。 

(6) インドネシア共和国環境大臣令2000年41号 

Decree of State Minister for the Environment of the Republic of Indonesia No. 41 

of 2000 

環境影響評価のための地域／地方政府の評価委員会設立ガイドラインである。評価委

員会メンバー、施設の満たすべき要件、設立権限者、委員会の構成等について規定して

いる。 

(7) インドネシア共和国環境大臣令2000年42号 

Decree of State Minister for the Environment of the Republic of Indonesia No. 42 

of 2000 

環境影響評価における中央政府の評価委員会及び技術チーム構成メンバーについて規

定している。具体的には、その人のポストにより決められている。 

(8) インドネシア共和国環境大臣令2001年17号 

Decree of State Minister for the Environment No. 17 of 2001 
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環境影響評価を必要とする事業種類及び事業規模について規定している。 

道路セクターでは、「すべての有料道路と２km以上の高架道路・地下鉄の建設」が該当

する。 

 

図３－１にEIA手続きを示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－１ EIAの手続き 

事 業 者

スクリーニング 
環境大臣令 No.17/2001 

EIA を要する EIA 不要  

公 示 30 労働日 

BAPEDAL 長官令 
No.08/ 2000 スコーピング KA-ANDAL 

ANDAL、RKL、RPL
の評価 
（最大 75 日間） 

ANDAL、RKL、RPL
の作成 

環境大臣令 
No.68/ 2002 

環境大臣令 No.09/ 
2000 

実現可能性あ
り 

認 可 

実 現可能 性な
し 

環境の観点より 

ANDAL: 環境影響評価（EIA） 
KA-ANDAL: ANDAL（EIA）用 TOR  
RKL: 環境管理計画 
RPL: 環境監視計画 

ANDAL 委員会によ
る KA-ANDAL 評価 
(最大 75 日間) 
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１．事業者は該当する機関にプロポーザルを提出する。プロポーザルの内容は、以下のと

おりである。 

ａ）事業者の氏名と所在地 

ｂ）事業場所、内容と地図 

ｃ）対象事業 

ｄ）製 品 

ｅ）廃棄物の種類、発生量と処理の流れ 

ｆ）予想される環境インパクト 

 

２．政府機関又はセクター間チーム（ANDAL委員会）により、プロジェクトのスクリーニン

グが行われる。スクリーニングは、環境大臣令2001年17号に定める「EIAを要する事業」

に基づく。道路セクターでは、以下のとおりである。 
 

活動のタイプ スケール 科学的根拠 

有料道路の建設 すべてのスケール 
交通流の発生、騒音影響、振動、汚

染物質の排出、視覚影響と社会影響 

高架道路と地下鉄の建設 長さ２km以上 同 上 
 

ANDAL委員会は、国レベルではセクターごとの大臣により設立されるが、地方レベルで

は知事により設立される。常任委員は大学教授や専門家、機関代表者から成る。被影響

コミュニティー代表者とNGOsは臨時委員になる権利が与えられている。 

 

３．スクリーニングの結果、プロジェクトがEIAを要すると決定された場合、環境省は、

BAPEDAL（環境管理庁）長官令2000年８号に基づき、新聞、掲示板を通じて、プロポーザ

ルの内容を公開する。内容は、前記ａ）～ｆ）に以下のものが付け加えられる。 

ｇ）住民からの提案と意見は、公示後、30労働日以内に提出 

ｈ）提出先機関の名称と所在地 

 

４．事業者はKA-ANDAL（EIA用TOR）を作成し、それらを議論するための住民説明会を開催

する。住民説明会では、今後の説明会、ワークショップ、セミナーの開催、意見交換方

法等の確認も行われる。説明会の結果は、スコーピングのための検討材料として使用さ

れる。 

 

５．ANDAL委員会では被影響コミュニティーの住民代表が委員になる権利が与えられている。

委員会開催の３日前までに住民は意見や提案を提出できる。 

 

６．ANDAL、RKL、RPLの評価委員会でも同様に住民代表が委員になる権利が与えられている。

委員会開催の45労働日前までに住民は意見や提案を提出できる。 
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３－２－３ 国際条約 

インドネシアは環境に関する下記の国際条約に署名、あるいは批准している。 

(1) 生物多様性条約 

(2) 気候変動枠組条約 

(3) オゾン層保護のためのウィーン条約 

(4) 京都議定書 

(5) 絶滅危惧種に関する動植物の国際取引に関する条約 

(6) ラムサール条約：特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約 

(7) 国連海洋法条約 

(8) MARPOL 条約 

(9) 海洋生物保全条約 

(10) 有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約 

(11) 砂漠化防止条約 

(12) 熱帯木材協定1983（Tropical Timber 83） 

(13) 熱帯木材協定1984（Tropical Timber 84） 

(14) 部分的核実験禁止条約 

(15) 船舶による環境汚染防止条約 

 

３－３ プロジェクト立地環境 

プロジェクト立地環境を表３－１に示す。表の記述欄は、主に「インドネシア環境統計2003」

と現地踏査結果に基づいて記述した。 
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表３－１ プロジェクト立地環境 

協力プロジェクトの名前 インドネシア国「ジャワ縦貫高速道路建設における官民スキーム策定調査」 

現 状 記 述 
影響、及び／又は、関係
する人々／グループ：
（生計／人々／ジェン
ダー／住民／スクウォ
ッター／NGOs／貧者／
先住民、少数民族と社会
的弱者／人々のプロジ
ェクトに対する意識な
ど） 

・ジャワ島人口の2/3を占めるジャワ族はジャワ島中部から東部に居住
し、北側ジャワ海に面した側に多い。東部でマドゥラ族、北西部でス
ンダ族と隣接、混住。都市部では華僑が経済活動で大きな役割を果た
す。 

・人口は中ジャワ州3,200万人、ジョグジャカルタ特定州300万人、東ジ
ャワ州3,600万人である（2003年）。 

・３州では失業率は約９％、貧困ライン以下が約20％、スラム居住者は
約0.3％を占める（2003年）｡ 

土地利用と地域資源利
用：（都市域／農地／工
業・商業地区／歴史的地
区／景勝地／漁場／臨
海工業地帯／歴史的遺
産等） 

・現道周辺の土地利用は、農村部では、おおよそ、田、畑（トウモロコ
シ、サトウキビ）、二次林、灌漑用水路であった。ソロ～ジョグジャカ
ルタ現道沿いは商業活動が活発で、商店や民家が切れ目なく続き、交
通量が多い。 

・ジョグジャカルタ近郊には、UNESCOの世界遺産に登録されたプランバ
ナン寺院遺跡がある。 

生活関連施設／社会的
機関：（地域の意志決定
機関／教育／交通網／
飲料水／井戸、貯水池、
上水道／電気／下水道
／廃棄物、バスやフェリ
ーターミナル等） 

・就学率は中ジャワ州81％、ジョグジャカルタ特定州91％、東ジャワ州
82％である（2003年）。 

・オートバイ所有台数は３州合わせて、約813万台で、４輪車の約６倍で
ある（2003年）。 

・河川は、水浴、飲料、灌漑、水運、工業用水等に利用されている。 
・約80%の家庭が自宅に飲料用井戸をもち、国平均より高い。 
・下水溝のない村や地区の割合は、中ジャワ州14.70％、ジョグジャカル
タ特定州37.44％、東ジャワ州27.74％を占める（2002年）。 

・ゴミは大部分が焼却・収集処分されているが、川にも投棄されている。 
・炊事用燃料は薪と石油が大部分を占め、プロパンガスは１％以下の普
及率である（2002年）。 

経済：（農業／漁業／産
業／商業／観光等） 

・地域総生産（GRDP）は中ジャワ州約6,000万ルピア、ジョグジャカルタ
特定州約700万ルピア、東ジャワ州約8,800万ルピアである（1997年）。 

・農産物はコメ、トウモロコシ、サトウキビ等、鉱産物はスズ、金、銀
等があり、仏教・ヒンドゥー教遺跡や火山を巡る観光産業が盛んであ
る。 

・2003年には西ジャワ州の約32万人に次いで中ジャワ州には約17万人の
観光客が訪れた。 

社会環境 

国民の健康と衛生：（疾
病／HIV/AIDSなどの感
染症、病院、衛生習慣な
ど） 

・消化器感染症（下痢、食中毒等）が多く、近年、蚊が媒介するデング
熱の患者が増加している。 

・ジャカルタほか大都市では、排気ガスなどが原因となり大気汚染のた
めに呼吸器疾患も増加傾向にある。 

・医療機関のレベルは日本に比べてまだまだ及ばないのが現状である。 
・病床数では10万人あたり中ジャワ州8.5、ジョグジャカルタ特定州13.8、
東ジャワ州9.0で、国平均13.8を下回る。 

・乳児死亡率（出生千対、1996年）は中ジャワ州44、ジョグジャカルタ
特定州25、東ジャワ州48である。 

自然環境 地形と地質：（急傾斜地
／軟弱地盤／湿地／断
層など） 

・対象地域は総じて平坦な地形であり、比較的大きな河川もソロ川しか
ない。 

・Nganjuk付近は緩やかな坂道ながら、南北の山地に挟まれた峠であり、
鉄道が登坂勾配を最小とするために蛇行している。 

・Ngawi一帯の土壌は、「Expansive Soil」と呼ばれ、吸水膨張する性質
をもつとの説明を受けた。 

・３州では過去３年間に全家屋の２～15％が洪水、地滑り、地震のいず
れかで被害に遭っている。 
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協力プロジェクトの名前 インドネシア国「ジャワ縦貫高速道路建設における官民スキーム策定調査」 

現 状 記 述 
動植物と生息域：（保護
地／国立公園／希少種
の生息地／マングロー
ブ／サンゴ礁／水生生
物など） 

・国立公園は中ジャワ州に１か所、東ジャワ州に４か所ある。対象地域
には国立公園、保護地の指定はない。 

・森林は二次林で、熱帯林や自然林はほとんど存在しない。 
・現道沿いに木彫り製品、鳥かご、小鳥、サルを売る店があった。小鳥、
サルの貴重性は不明。 

海岸と海洋域：（浸食／
堆砂／流れ／潮／水深
／海流など） 

・対象地域には海岸は存在しない。 

つづき 
自然環境 

湖、水系、海岸、及び／
又は、気候：（水質と水
量、降雨量など） 

・月間平均気温は、通年27～28度でほぼ一定しており、４～９月頃の乾
期と10～３月の雨期に分かれる。 

・年間降雨量は1,644mm（ジョグジャカルタ、2002年）。 
・対象地域を流れるソロ川はジャワ島最大の川で、流域面積は約１万
5,000km²、流路延長は約540kmである。 

現状の汚染：（大気、水、
下水、騒音、振動など） 

・ソロ～ジョグジャカルタ間は、交通量が多い。現道沿いは商業活動が
活発で、商店や民家が立地する。そのため、車両からの排出ガスと騒
音が問題となる。 

・自動車排出ガス量（HC、NOx、SOx、CO、Dust）では、３州ともオート
バイからのものが80％以上を占める。 

・農村部では、肥料や農薬による水質汚染が問題。 
人々が最大の関心とす
る苦情： 

・インドネシア環境統計2003によると、村長へのアンケートでは、水、
空気、土に関する苦情が多い。 

汚 染 

汚染対策：（規則／補償
などの制度上の対策） 

・環境施策全体の基本法である環境管理法1997年23号から、水質汚濁、
大気汚染、廃棄物、環境アセスメントなどにかかわる各種の法令、騒
音、振動、悪臭に関する基準まで、環境法体系が整えられている。 

その他   
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第４章 本格調査への提言 
 

４－１ 調査の基本方針 

(1) 実践性を意識した調査実施 

第１章１－８で既述のとおり、インドネシア政府は、計画有料道路路線の早急な実現を

切望している。本調査対象路線についても、選定の経緯から明らかなとおり、インドネシ

ア側で進めている計画・実施の一連の流れのなかにある路線であり、本調査結果を受けて

可能な限り早く実施に移したいという意向を有している。 

したがって、対象区間に関するPPPスキーム策定にあたっては、路線の特色や位置づけを

明確にしつつ、その現実性に特に留意して、実践可能な提案を行うよう心掛ける必要があ

る。また、路線の採算性にかんがみ、国際金融機関からの融資を受けることも視野に入れ

つつ調査工程を組むことも必要である。 

同様のことは本調査で作成予定のPPPガイドラインについても当てはまり、BPJTが設立さ

れたばかりで、PPP有料道路事業実施に係る実施体制が不安定、脆弱であるなか、実務者が

すぐに執務に活用可能な参考資料を作成する意義・必要性は極めて高い。内容としてはPPP

事業実施のプロセスや各種書類の標準様式、評価基準などについて提案を行うことが想定

されるが、先方の体制やニーズを見極めた上で、先方に使い勝手のよい具体的内容を検討

することが必要である。 

 

(2) 関係組織能力強化の重視 

新道路法によりBPJTの設置と、公共事業省－事業者間の役割分担が明確にされたが、BPJT

は設立から日が浅く、案件審査・評価に関する実務能力の習得が大きな課題である。当面

の間はDFURからの支援も得つつ処理されると思われるが、法がめざす新しい事業スキーム

に本格的に対応していくためには、公共事業省内での役割面の具体的、実務面の調整が課

題となる。 

一方、今後大統領令７号（Keppres7）改定に伴う民間部門参加に関する統一ルール適用

が想定されるが、その場合BPJTは省内での窓口となる可能性がある。これを行政実務に反

映することが課題であり、事業スキームの修正など煩雑な問題への対処が求められる可能

性がある。 

事前調査においても、DFURより①調査全般に係る技術習得と当調査で使用されたツール

一式（データ及びモデル）の供与、②実務に活用可能なPPPについてのナレッジとノウハウ

に関する研修の要望が示されている。 

これらを踏まえ、急速に推進される有料道路PPP事業を支えるに足る適切な実施体制を確

立するため、本調査においてもDFUR・BPJT等に対する技術移転を重視することが必要であ

ると考えられる。 

 

(3) ローカルリソースの積極的活用 

当調査を進めるにあたっては、現地における法規制やその実際面での運用等現地事情に

精通していることが必要である。また、多様なステークホルダーと良好なコミュニケーシ

ョンをとり、PPPスキーム策定やガイドライン作成に反映させていくため、インドネシア語
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を解する人材がメンバーにいることが望ましい。日本人団員不在の際にも柔軟かつ迅速に

先方の要望に応えるためにも、現地人材を積極的に登用することは有効であると考えられ

る。 

 

４－２ 調査対象地域 

ジャワ縦貫高速道路を構成する一部区間〔Yogyakarta～Surakarta～Ngawi～Mantingan～

Kertsono（総延長約214km）〕 

 

４－３ 調査項目とその内容、範囲 

本調査は、以下の調査項目から構成される。 

(1) 関連資料の収集・整理分析 

事前調査で収集した資料及び関連資料を収集・整理し、分析を行う。本調査において情

報収集が必要な項目のリストアップを行う。既存の資料、ホームページ等で得られる以下

の情報を整理する。 

１）有料道路開発計画及びその進捗など 

２）各ドナーの援助動向 

 

(2) 着手報告書の作成 

調査の基本方針、方法、工程をインセプション・レポートにまとめる。 

 

(3) 着手報告書の説明 

ステアリング・コミッティーに対し着手報告書の説明・協議を行い、調査内容と方法に

ついてインドネシア側の合意を得る。また調査の実施体制についてインドネシア側と協議

し確定する。 

 

(4) 既存データ・報告書の収集及び分析 

以下の項目を中心に、調査対象地域に係る情報・資料の収集・分析を行う。 

１）関連開発計画の収集・分析（中央政府・州各レベル、セクター別の開発政策・計画

等） 

２）インドネシアにおけるPPP導入に向けた取り組みに係る情報の収集・分析 

・PPP関連法制度 

・世界銀行“Private Provision of Infrastructure Technical Assistance Loan”な

ど、他ドナー活動の進捗 

３）各種データの収集・分析 

・自然条件（気象、水文、水資源、地形、地質、生態系、等） 

・社会経済状況（人口、人口構成、GDP、雇用、歳入歳出、投資、貿易、物価、貧困、

生活水準等） 

・現況土地利用 

・土地所有（所有状況、土地の市場価格） 

・環境関連（環境法制度、組織、基準、環境アセスメント制度等） 
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・各ドナーの援助動向、NGOの活動状況 

 

(5) 対象路線F/S結果のレビュー 

対象路線については、インドネシア政府が一般的な有料道路計画のためのF/Sを実施中で

ある（同F/Sレポートは2006年２月中を目処に完成予定。そこで、次項におけるPPPスキー

ム検討の精度を確保するために必要なF/S結果のレビューを行う。具体的には下記の項目が

想定されるが、これら以外に必要な項目があれば、プロポーザルの中で提案すること。 

１）交通量／需要予測結果 

データの質に応じ、必要と認められる場合、補足調査を行い、F/S結果を補強する

ことも可とする（再委託可）。 

２）料金収入シミュレーション 

３）事業費積算結果 

 

(6) Yogyakarta～Kertsono区間に係るPPPスキームの検討 

１）前提条件の整理 

PPPスキームを検討するにあたって、前提となる諸条件（実施手順、料金設定に係る法

的制約、官民分担に係る法的制約、など）を収集し、整理を行う。 

２）関係者へのヒアリング 

提案するPPPスキームの現実性・妥当性を高めるため、既存PPP事業者（有料道路その

他セクター含め）や金融機関、PPP入札実務関係者へのヒアリングを行う。また、潜在的

投資家に対する投資家公聴会などPPPスキームの妥当性を高めるための工夫があれば、プ

ロポーザルの中で提案すること。 

３）PPPスキームの検討・構築 

(4)、(5)、(6)１）、２）で収集・分析した情報を基にPPPスキーム案を複数構築し、現

実性・妥当性等の観点から最適なスキームを選択可能な形で整理する。PPPスキームの比

較検討に必要な項目としては、下記のものを想定しているが、この他に有効な比較項目

があればプロポーザルの中で提案すること。特に官民間の役割分担検討にあたっては、

(7)で検討する全体実施計画との関係も視野に入れ、実施手順上無理が生じないよう留意

すること。 

また、PPPスキームの最終案については、インドネシア側と十分協議し決定すること。 

・官民間の役割／コスト／リスク分担案 

・資金調達計画 

・キャッシュフロー分析 

・リスク分析／感度分析 

・経済／財務的フィージビリティー 

 

(7) 事業実施計画の提案 

１）全体計画の検討 

入札、資金調達、用地取得、建設、事業運営など当該路線の全体事業実施に係る手順

案・計画案を、官民両サイドについて立案する。 
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２）入札実施に係る詳細検討 

インドネシア有料道路事業については、これまでもっぱらBOT方式によりPPPが進めら

れてきたが、本件については必ずしもBOTに限らないPPPスキームが提案される可能性が

ある。したがって、既存の入札実施手順を踏まえつつも、提案されるスキームに対応し

て、入札実施手順の設計、入札図書案の作成、プロポーザル評価基準案の検討を行う。 

 

(8) PPP活用に向けた提案 

上述のとおりインドネシア有料道路PPP事業においては、必ずしも対象路線の採算性等を

十分に勘案せず画一的にBOT方式を適用してきた経緯があり、そのため入札が不調に終わる

路線も生じている。そこで、PPPスキームを多様化し、PPPの適切な活用を図るため、PPP

事業の準備・実施に係るガイドラインを作成、提案する。 

１）既往PPPの問題点分析 

これまでBOTの入札が実施された有料道路事業について、その現状、事業推進にあたっ

ての課題、事業の見通しなどを追跡調査し（再委託を可とする）、既往方式の問題点を分

析する。 

２）ガイドラインの提案 

前項の分析を踏まえ、PPPの適切な活用のためのガイドラインを提案する。ガイドライ

ンにはプロジェクト実施手順に係る内容（全体計画立案・マネジメントのうえでの留意

事項、フェーズに応じた公共事業省内の役割分担、官民分担等PPPスキームの検討・構築

手順、入札実施手順の改善、入札図書・提案書記載事項の改善）が盛り込まれることを

想定しているが、その他を含め想定される具体的な項目についてプロポーザルの中で提

案すると共に、最終的にはインドネシア側と協議し決定すること。 

３）既存法制度改革案の提案 

PPPの更なる活用、実情に合致した運用を図るためには、既存関連制度の改革が必要と

なるケースも想定される。これら既存関連制度の改革について、改革の効果とともに整

理し提案すること。 

 

(9) 最終報告書案の作成 

本調査の全体成果について、総合評価・提言を含めて最終報告書案にまとめる。 

 

(10) 最終報告書案の国内協議 

最終報告書案の国内協議を行う。 

 

(11) 最終報告書案の説明・協議 

１）中間報告書の説明・協議 

２）ワークショップ 

調査結果の内容について広く周知することを目的にワークショップを開催する。 

 

(12) 最終報告書の作成 

インドネシア側からのコメントを反映し、最終報告書を作成する。 
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４－４ 調査団員構成 

本調査は、次に示す分野をカバーする団員にて調査団を構成し、実施することが適当と考え

られる。 

①総括／PPPスキーム構築（経済・財務）、②PPP事業計画（運営・維持管理）、③PPP事業計

画（施工計画）、④PPP法制度／入札手続き、⑤有料道路制度、⑥有料道路計画 

 

４－５ 調査スケジュール 

調査は2006年４月上旬より開始し、約10か月後の終了を目処とする。各報告書作成の目処は

おおむね以下のとおりの工程とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

凡例 IC/R：着手報告書、IT/R：中間報告書、 

DF/R：最終報告書案、F/R：最終報告書 

 

４－６ 調査実施上の留意事項 

(1) 外部環境の変化への対応 

インドネシアは有料道路事業の早急な推進をめざし、様々な取り組みを行っている。公

共事業省内には、BPJTが新設され、有料道路PPP事業の入札段階から運営段階の管理監督を

行うこととされている。特にジャワ縦貫高速道路については、インドネシア政府内での優

先度も高く、2005年１月に開催されたインフラ・サミット以降急速に準備を進め、各セク

ションの入札を精力的に実施してきている。しかしながら、準備を過度に急ぐあまりPPP

スキームの検討が必ずしも十分ではなく、入札が不調に終わる区間も出現するなど、その

進め方に一部問題が見られる。 

一方、石油価格の高騰、財政赤字の悪化に端を発する通貨価値の下落など、マクロ経済

面でのファンダメンタルが不安定化しており、投資環境も刻々と変化を見せている。 

本調査においてPPPスキームを構築するにあたっては、これら有料道路事業を巡る外部環

境の激しい変化に留意し提案を行うことが必要である。 

 

(2) 政府側財源への配慮 

既往有料道路PPP事業においては、基本的にBOT方式が採用されてきた。しかしながら、

調査対象路線の採算性等にかんがみ、本調査で提案される最適なPPPスキームは必ずしも

BOT方式となるとは限らない。その場合、建設・運営等で政府側が負担するコストについて、

その財源をいかに手当てするかを検討することが必要になる。本調査においては、こうし

平成18年度

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1

現地作業

国内作業

報告書
△
IC/R

△
IT/R

△
DF/R

△
F/R

期間期 間 
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た政府側財源をいかに調達・確保するかについても十分配慮し、提案を行うことが必要で

ある。 

 

(3) 関係者間のコーディネーション 

(1)に既述のとおり、PPP有料道路事業の管轄については公共事業省内でも指揮・監督系

統の見直しが行われており、関係機関間（具体的には道路総局とBPJT間）の連携がスムー

ズに進んでいない面が見られる。 

また、非BOT方式PPP事業を進めるにあたっては、官民それぞれの関係アクター（資金提

供者、事業実施者、管理監督者など）間で複雑な調整が必要になり、計画段階からこれら

ステークホルダーの意向を踏まえておくことが必要である。特に(2)の検討の結果、国際金

融機関からの資金を得て政府側財源を調達する場合には、これら金融機関との連携も事業

実現化のための重要な鍵となる。そこで、本調査の遂行にあたっては、これら有料道路PPP

事業のステークホルダー間の調整に留意することが必要である。 

 

(4) 関連活動との補完性の確保 

世界銀行は現在インドネシアにおけるインフラ整備における民間部門参加に関するTAを

進めている。その内容はセクター間共通事項としてのPPP推進に関するルール検討と特定分

野（道路セクターを含む）におけるPPP推進のための課題解決及び業務支援があげられてい

る。道路セクターを例にとれば、BPJTに法務アドバイザーを派遣している。 

これら他ドナーの活動には、本件調査と重複する事項も存在しているため、調査方針の

整合性確保や成果の共有化の観点から、これら関連活動の進捗を把握し、活動間の調整及

び連携を図ることが必要である。 

 

４－７ ローカル・コンサルタント 

今回情報収集を行ったのは、以下に示すコンサルタント合計８社である（総合コンサルタン

ト３社、交通関連３社、環境関連２社）。いずれのコンサルタントも、それぞれの業務分野で実

績及び経験もあり、十分な調査実施能力があると考えられる。 

 

会社名 PT. WIRATMAN & ASSOCIATES 

住所・連絡先 住所；Graha Simatupang Tower Ⅱ Block A&D 

      JL. TB Simatupang Kav.38, Jakarta 12540, Indonesia 

電話；021-7817777, 7805777 

Fax ；021-7829370, 7813443 

E-mail ；corporate@wiratman.co.id / yulianto@wiratman.co.id 

実施できる調査 道路調査・設計、地質関連調査、測量 

特記事項 1976年に設立され、当初は建築関連業務が多かったが、約15年ほど前から

日本のコンサルタントと一緒にODA関連業務で道路、港湾等の調査・設計・

施工監理と広い業務範囲をもっている。環境影響評価業務の実績ももって

いる。 
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会社名 PT. VIRAMA KARYA 

住所・連絡先 住所；JL. Hang Tuah Raya 26 Kebayoran Baru, Jakarta 

電話；021-7397545, 7204331 

E-mail；drvirama@cbn.net.id / ennysutanto@yahoo.co.uk 

実施できる調査 交通関連調査 

特記事項 1961年に設立され、長い社歴をもっている。道路関連業務ではかなりの実

績をもっており、ISO9001も取得している。 

 

会社名 CIRIA JASA CM 

住所・連絡先 住所；JL. Hang Lekir ⅩⅠ No.2 Kebayoran Baru, Jakarta 12120 

電話；021-7200507, 7265320-21  Fax；021-7258483 

E-mail；radityo@ciriajasa.com 

実施できる調査 建築設計、道路調査・設計、 

特記事項 1991年に設立され、技術者は53名と比較的小規模であるが、建築関連業務

に加えて土木、電気、機械、環境関連の業務も行っており、広い業務範囲

をもっている。 

 

会社名 PT. NINCEC Multi Dimensi 

住所・連絡先 住所；JL. Dukuh No.14 Bandung / JL. Pancoran Barat No.23 F 

      Jakarta 12780 

電話；022-7204688, 7274514  JKT 021-7988551 

E-mail；nincec-jkt@centrin.net.id 

実施できる調査 交通関連調査、測量 

特記事項 1982年に設立され、バンドンに本社があり、従業員は132名と中堅規模で

ある。測量、現地調査等の業務も行っており、ほかに計画・設計業務も行

っている。 

 

会社名 PT. SEECONS Engineering Consultants 

住所・連絡先 住所；JL. Raya No.3A, Jakarta 12810 

      JL. Rereng Manis Ⅰ No.1, Bandung 40123 

電話；021-8301877-79, 021-8298620 

E-mail；seecons@yahoo.com 

実施できる調査 地域開発調査、交通関連調査、環境調査、測量 

特記事項 1974年にバンドンに設立され、長い社歴をもっている。高速を含む道路関

連の業務を多く手がけており、測量・調査、環境等の業務も行っている。

ISO9001を取得している。 
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会社名 PT. PACIFIC CONSULINDO INTERNATIONAL INDONESIA 

住所・連絡先 住所；JL. Buncit Raya No. 23, Pejaten Pasar Minggu Jakarta 

電話；021-7996986, 7902371   Fax；021-7989603 

E-mail；mcijkt@rad.net.id / yamakawa@rad.net.id 

実施できる調査 交通関連調査 

特記事項 1992年に日本のPCIとインドネシアのTAC（ PT.Tri Area Consulindo 

ofIndonesia）が設立したコンサルタント会社である。歴史は浅いが技術

者に日本人を含む外国人もおり、道路関連の業務を幅広く行っており、環

境影響評価業務の実績ももっている。 

 

会社名 PT. Epadascon Permata 

住所・連絡先 住所；Ciputat Center, JL. Ciputat Raya No.75 Kav. O, Ciputat 

電話；021-7402651   Fax；021-7402651 

E-mail；epadascon@gmail.com 

実施できる調査 道路橋梁に関する環境影響評価、環境管理計画 

特記事項 1988年８月設立 

 

会社名 PT. UNISYSTEM UTAMA 

住所・連絡先 住所；JL. Fachrudidn Kav. 11-13 No. 33-35 Jakarta 10250 

電話；021-3806900   Fax；021-3153412 

E-mail；unisystem@centrin.net.id / mimidy@attglobal.net 

実施できる調査 道路橋梁に関する環境影響評価、環境管理計画 

特記事項 1974年10月設立 
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